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衆
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議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
医
薬
部
外
品
並
び
に
化
粧
品
の
副
作
用
報
告
制
度
に
か
か
る
予
算
措
置
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
医
薬
部
外
品
並
び
に
化
粧
品
の
副
作
用
報
告
制
度
に
か
か
る
予
算
措
置
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
（
以
下
「
医
薬
部
外
品
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百

四
十
五
号
）
第
七
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
及
び
第
七
十
七
条
の
四
の
五
第
三
項
並
び
に
薬
事
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六

年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
二
百
五
十
三
条
第
三
項
及
び
第
二
百
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
薬
部
外
品
等
の
製
造
販
売
業

者
又
は
外
国
特
例
承
認
取
得
者
は
、
製
品
ご
と
に
有
害
な
作
用
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
示
す
研
究
報
告
を
知
っ

た
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
そ
の
旨
を
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
平
成
二
十
六
年
度

予
算
の
概
算
要
求
で
は
、
そ
の
運
用
に
必
要
な
経
費
を
計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

医
薬
部
外
品
等
の
製
造
販
売
業
者
か
ら
の
副
作
用
等
の
報
告
の
件
数
が
医
薬
品
又
は
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
か
ら
の

副
作
用
等
の
報
告
の
件
数
と
比
較
し
て
少
な
い
こ
と
か
ら
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
平
成
十
四
年

法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
お
い
て
は
、
医
薬
部
外
品
等
の
製
造
販
売
業
者
か
ら
安
全
対
策
等
拠
出
金
は

一



徴
収
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
医
薬
部
外
品
等
に
よ
る
副
作
用
等
の
報
告
の
件
数
等
を
勘
案
し
な

が
ら
、
今
後
、
必
要
に
応
じ
て
、
医
薬
部
外
品
等
の
製
造
販
売
業
者
か
ら
の
安
全
対
策
に
係
る
費
用
の
徴
収
の
在
り
方
に
つ

い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二


